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令和６年２月２８日 

子 ど も ・ 若 者 部 

保育認定・調整課 

 

認可外保育施設における重大事故及び区の取り組みについて（追加報告） 

 

１ 主旨 

令和６年２月７日の子ども・若者施策推進特別委員会にて報告した区内認可外

保育施設における重大事故の状況と、昨年末から開始した認可外保育施設への緊

急抜き打ち検査の結果など区の取り組みについて、追加報告する。 

 

２ 重大事故の状況 

（１）事故発生時状況（令和５年１２月１３日） 

・１３時２０分から１３時５０分頃、職員が当該乳児に授乳し、ゲップをさせた。 

・１４時頃、当該乳児を職員があやしていた。 

・１４時５０分頃から、施設長は当該施設の卒園児童送迎のため一時外出してい

る中、職員が当該乳児を布団にうつぶせに下ろし、別の乳児の対応をした。 

・１５時１５分頃、施設長が施設に戻った際、異変に気付いた職員が施設長に伝

え、施設長が当該乳児を確認したが反応が無かった。 

・施設長は救急通報し、当該乳児は病院に搬送されたが死亡が確認された。 

 

（２）当該施設状況 

・近年、年度前半は０歳児含め月極契約の児童は少ないが、１０月以降、特に０

歳児が増える（０歳児の月極契約 令和５年７月０人、１２月６人）。 

・月極と一時の乳幼児を預かっており、個別の登園時間等、利用者のニーズに合

わせた臨機応変な対応が求められている。 

・施設長以外は短時間勤務の臨時職員で構成されており、当該施設での勤務実績

が少ない方が多い。 

  ・施設長はうつぶせ寝の危険性等の研修や指導を、職員に行っていない。 

 

３ 区の取り組み 

（１）認可外保育施設への緊急抜き打ち検査の実施結果 

  ①概要 

０歳児を受託している認可外保育施設に対し、睡眠時間帯に事前予告なく訪問

し、睡眠時の取り組みを確認した。 

  ②対象施設 

０歳児を受託している認可外保育施設（４７施設） 

  ③実施期間 

   令和５年１２月２１日～令和６年２月１６日 
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④主な検査項目 

ア 乳幼児を仰向けに寝かせているか（うつぶせに寝かせていないか）。 

 イ 睡眠チェックの記録（睡眠チェック表）を作成しているか。 

   ウ 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察しているか。 

   エ シーツやタオル等は、布団・コット等に固定されているか。 

   オ 乳幼児の顔色がわかる程度の明るさが保たれているか。 

   カ 室内の温度及び湿度は適切か。 

 キ 睡眠中の乳幼児の周辺に、乳幼児が怪我をする恐れがある物品等がないか。 

⑤結果 

・検査項目ア・イに不備……１施設（指導対象となったのは１・２歳児） 

 ・検査項目アに不備…………１施設（指導対象となったのは２・３歳児） 

 ・検査項目イに不備…………１施設（指導対象となったのは２歳児） 

 ・検査項目ウ～キに不備…１９施設 

 ・指導項目なし……………２５施設 

  ⑥対応 

・検査項目に不備があった施設に対して改善指導を行った。 

・検査項目ア・イに不備があった施設には後日複数回抜き打ち訪問し、改善を

確認した。 

 

（２）指導監督体制の強化 

指導監督権限に基づく立入調査と、保育の質の確保・向上を目的とした保育サ

ポート訪問を、それぞれ年１回以上確実に実施し、現場の実情や抱えている課題

を十分把握し、施設長や保育従事者に寄り添った指導助言等を行うとともに、０

歳児を受託している認可外保育施設を中心とした睡眠時間帯の抜き打ち検査を、

令和６年度以降も継続して実施する。 

 

（３）安全確保のための取り組み 

①区内保育施設における睡眠時の安全管理徹底の周知 

   令和６年２月８日、区内の全保育施設に対し、本件事故概要と合わせ、睡眠時

におけるうつぶせ寝の危険性及び窒息やＳＩＤＳ等のリスク、事故防止及び事故

発生時の対応などについて注意喚起を行うとともに、同内容を同日付で区ホーム

ページに掲載した。 

   今後も国の対策強化月間等に合わせ、継続的に周知徹底を図る。 

  ②保育の安全に関する通報受付 

   区ホームページで掲載している、区内保育施設における虐待（不適切な保育）

等の通報について、その対象に睡眠時間帯のうつぶせ寝など、保育の安全に関す

る内容を加えた。 
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③安全に関する設備機器等の導入等に係る経費の補助 

 保育従事者による睡眠時の取り組みの補完として、区内保育施設に対し、安全

に関する設備機器等（ベビーセンサー、見守りカメラ、ＡＥＤ、安全柵等）の導

入等に係る経費の補助を実施する。実施にあたっては、有効な導入事例等を紹介

し、各保育施設に対して積極的な活用を促す。 

・補助金額：１施設あたり最大２００万円（国・都補助１０／１０） 

 ④区主催の救命救急講習の実施 

  認可外保育施設向けの講習（幼児安全法講習）として、心肺蘇生やＡＥＤの使

い方、子どもに起こりやすい事故の予防や身近なものを利用した応急手当などに

ついて、日本赤十字社等の協力のもと、救命救急講習（定員４０名／回）を実施

する。 

 

（４）検証委員会の設置 

すべての保育施設の子どもが、安全で安心して育つ環境を保障できるよう、児

童福祉審議会保育部会に設置した検証委員会にて、事故の発生原因の分析と検証

を行い、今年９月に報告書を策定するとともに、再発防止策と更なる保育の質の

確保・向上に向け、具体的な取り組みを進める。 


